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きらり 

年次報告書にあたって 
 

 

 県では、平成 29年３月に「第２次三重県男女共同参画基本計画（改定版）」を策定し、

新たに「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）の推進計

画としても位置づけるとともに、当該計画を着実に推進するため、同年６月に「第２次

三重県男女共同参画基本計画第二期実施計画」を改訂し、取組を進めているところです。 

 

 平成 29 年９月に開催した「みえの輝く女子フォーラム 2017」においては、働く女性

の挑戦を称える「チャレンジャーズ・アワード 2017」を実施し、さまざまな職業分野で

活躍する人材を掘り起こすとともに、働く女性のロールモデルを創出し、その取組を広

く県内へ浸透させ、女性活躍推進の気運醸成に取り組んでいます。これらの取組もあり、

女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画届出企業数（常時雇用労働者 300人以下）は、

平成 30年６月末時点で全国２位の 297社となっており、県内の中小企業において女性活

躍推進の意識が広がっていることが窺えます。 

 

また、平成 29年 12月には、性別、年齢、障がいの有無、国籍・文化的背景、性的指

向・性自認などにかかわらず、誰もが希望を持って、挑戦し、参画･活躍できるダイバー

シティ社会の実現に向けた県の推進の考え方を示す「ダイバーシティみえ推進方針 ～と

もに輝く、多様な社会へ～」を都道府県で初めて策定し、県民の皆さんと共に取組を進

めていけるよう気運醸成を図っているところです。 

 

一方、国においては、平成30年５月に「政治分野における男女共同参画の推進に関す

る法律」が公布、施行され、衆議院、参議院および地方議会の選挙において、男女の候

補者数ができる限り均等となるようめざすことが基本方針に掲げられました。政治分野

をはじめとする政策・方針決定過程への女性の参画が進み、多様な意見が反映されるこ

とにより、男女共同参画社会の推進へ拍車がかかると考えています。 

 

この年次報告書を通じて、県民の皆さんが男女共同参画や女性活躍における県の施策

の現状や課題について理解を深めていただくとともに、家庭や地域、職場等における日

頃の生活を見つめ直し、新たな行動へとつなげていただくことを願っています。 

引き続き、あらゆる分野における女性活躍の推進に取り組むとともに、性別にかかわ

らず、自立した個人としてその個性と能力を十分に発揮できる機会が確保され、それぞ

れに多様な生き方が認められる男女共同参画社会の実現に向け、さまざまな取組を進め

てまいりますので、今後ともご協力をよろしくお願いします。 

 

 

平成30年９月 

 

三重県知事  鈴木 英敬 
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